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苦晴受付マニュアル

1)苦 晴を聞いた担当者は直ちに「苦情受付書」に記入 し、担当者

に提出する

2)受 付担当者は苦晴内容を早急に確認、内容によっては施設内サ

―ビス向上委員会を招集 し、対応を話 し合う

3)苦 晴責任者に報告する

4)申 し出人に福祉サービス調整委員への報告、立会い等の確認を

5)内 容によっては福祉サービス調整委員の立会いを要請 し、調整

していただく

6)サ ー ビス向上委員会委員長 と受付担当者は速やかに委員会で

の会議の結果を申立人のもとにて伝え、改善点、改良点等の内

容を伝え、調整を図る

7)上 記の一連の流れを記録に残 してお く

8)調 整後結果を彦根市に報告する
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豊郷病院苦情責任者にも報告を行 う



苦情責任者

代表理事

苦情処理体制

公益財団法人 豊郷病院

川上 賢三

受付担当者

管理者

その他

彦根市グループホームゆうゆう

小島 由香里

0749(28)7662

彦根市高齢福祉推進課

0749(24)0828

国民健康保険団体連合会

077(522)2651

苦情処理体制も上記に準ずる



様式第 2号 (第 7条第 2項関係)

苦 1青  受 付 書:

し

ヒ

受付 No苦 情 の

発 生
受付日 有二   月   日

苦 情 の

発生場所
記載者

氏名 (フ リが り) 住

　

　

所 TEL

申

出

人

の

″休

と者用利

関

人 以申出人が の場合 は、利用者の氏名、年齢、性別、連絡先を記入

③利用料に関する事項

⑤被害・損害に関する事項

(2)そ の他 (

④説明・情報提供に関する事項

⑥権利侵害に関する事項
ヽ
ノ

サービスの質や量に関する事 項の接遇に関する

相談の分類

苦

情

の

内

容

申

出

人

の

希

望

等

申出人へ

の確認

福祉サービス調整委員への報告の諾否 はい  。 いいえ

話合いへの福祉サービス調整委員の

立合い等の諸否 はい  。 いいえ

ヽ

年 月



櫛朧囁蛉|まぬ鱒靱対応時じ滞ゝた

⑩患者様が医療機関に期待 していること

早く病気,を ,台 してはしい

適切な治療を:し てはしい

よい環境 C治凛されたい

費用は安 <〔 あ■)こ ほしい

相談を聞いてはしい

イ||た けないではしい

たらいまわしにしない
~`:｀

ほしい

やDさ しく〔|ノ てぼしい

⑫

◎このような思いで患者様

は診療にいらつしやると

いうことを念頭 |こ 置き、
患者様が受けた不快感 |こ

刈 しては、誠意でいやす

という気持ちで文」処する

ことが大切です。

聰苦情を受けたときの対応の しかた

謙虚な気持ちで、まず理由をうだがう。

◎相手の身|こ なつて一1分 |こ 聞<。

途中で余計な□をはさんだり、全部聞き終わらな

いう引「:反 諭 t_/な いことぃ

2 言い訳はせず、事実を認、めてI心から謝る。

◎苦1青 IJ、 個人/＼ ではなく1贅療機関/＼
(プ )苦 ||1青 である

ことを念頭 |[l置 き、対応
`|る

こと。

◎病状や1本調などσ)呂 1晴 を受 |り 左1易含は′1メつみ |こ

謝 |)ず、支持を仰いだ上
~c早

急 |こ対応すること。

3 本目手の感l11青 の静まるのを待つて、静かにこちらから

の事|11青 を説明する。
◎「絶文」|こ ありえない」等の発言はさし1空え、「何か

手違いがあったようでりが」|~失礼があったよう

ですが_1等、柔らか<文」応すること。

◎相手の申し出に対して、IE足 屈。弁解を言わない。

たとえ相手の誤解や間違いでも、当方の説明・PR
不足ということで丁寧|こ 訪11る こと。

4 本目手の立場|こ たって、協力して早急に解決する態度

をとる。

◎「早<調べます_|と言って、刈応が遅れると患者様

を怒らせるもととなります。自分で処理ができな
い場合は、上司、先輩|こ 早<替わってもらうこと。
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◎苦情解決の一連の流れ
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